
海外出展協力について

25



海外出展協力

• 外国の政府、自治体、企業、団体（以下、外国政府等）が主体となって出展する
場合に、出展に関わる資金の援助、または施設・物品・役務等を無償で貸与・
提供いただきます。

• ご希望の国がございましたら、協会が当該国の
 外国政府等と調整をいたします。

• これにより、外国政府等とのつながりができ、
ビジネスの拡大が期待できます。
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※調整の結果、必ずしも出展につながらない場合もあります。


	スライド 25: 海外出展協力について
	スライド 26

